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組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策について（報告）（素案） 
 

 
会社分割、事業譲渡といった組織の変動に伴う労働関係については、平成 12

年の商法改正による会社分割制度の創設に併せて、会社分割に伴う労働関係の

承継等に関する法律（平成 12 年法律第 103 号。以下「承継法」という。）を制

定する等の対応がなされてきた。その後、会社法（平成 17 年法律第 86 号）等

の法整備及び組織の変動に係る裁判例の蓄積などの近年の状況を踏まえて、平

成 26 年 12 月から、学識経験者からなる研究会において、組織の変動に伴う労

働関係の諸課題の整理及びそれに基づき新たな対応を行う必要性の検討が行わ

れ、報告書が取りまとめられた（平成 27 年 11 月 20 日）。 
 本検討会では、労働法等の専門家及び労使関係者の参画を得て、平成 28 年１

月 25 日以降、計○回にわたり、先の研究会報告書も参考としつつ、組織の変動

に係る実効ある政策を実施していくために必要な対応方策を議論・検討してき

たところであるが、今般、以下のように取りまとまったため、報告する。 
 
会社分割、事業譲渡といった組織の変動は、事業の選択と集中、事業効率性

の向上などを通して、企業価値の向上やグローバル化に対応する等の戦略的な

観点からなされるものである一方、労働者にとっては、雇用や労働条件の変更

など、それに伴い被る影響は小さくない。 
他方、会社法等の法整備の状況や裁判例の蓄積等も踏まえて、一定の対処が

必要な事項も生じていること等から、労働者の保護と円滑な組織再編とのバラ

ンスを図るため、より実効ある政策を実施することとし、承継法に基づく施行

規則（以下「承継法施行規則」という。）及び指針（以下「承継法指針」という。）

の改正並びに事業譲渡及び合併（以下「事業譲渡等」という。）に関する新たな

指針の策定等により、下記の事項を講ずることが適当である。（施行規則改正案

等の内容は、別添１～４のとおり。） 
 
今後、今回講ぜられる措置が、使用者、労働者及び労働組合等に十分に周知

され、組織の変動に際して労使協議や労使の相互理解が促進され、労働者の保

護と円滑な組織再編とがともに図られることを期待する。 
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１ 会社分割について（承継法施行規則及び承継法指針の改正） 
  会社分割については、承継法、承継法施行規則及び承継法指針等により、

労働者保護のために必要な手続等が定められているが、会社法等の法整備の

状況や組織の変動に係る裁判例の蓄積等も踏まえると、労働者保護の観点か

ら一定の対処が必要な事項も生じていること等から、承継法施行規則及び承

継法指針の改正等により、以下の措置を講ずることが適当である。 
 
（１）会社法の制定による会社分割制度の改正等を踏まえた対応 

イ 承継法上の主従事労働者の判断基準は、労働者保護の観点から、引き続

き「事業」単位で判断することとし、併せて、「事業」の考え方を明らか

にすることが適当である。（※）。 
※ 会社法制定により、会社分割の対象は「営業の全部又は一部」から「事業に関して有

する権利義務の全部又は一部」とされた。 

ロ ５条協議（労働者との個別協議）の対象に、承継される不従事労働者を

加えることが適当である。 
ハ 債務の履行の見込みについて、７条措置（労働者全体の理解と協力を得

る措置）及び５条協議で説明し、理解を得ることについて、周知を行う

ことが適当である。（※） 
※ 会社法制定により、「債務の履行の見込みがあること」が事前開示事項でなくなり、

当該見込みがない場合であっても会社分割の効力は否定されないとされている（学説

上は反対説もある）。 

ニ 債務の履行の見込みのない分割に伴う労働者の承継等が生じうること

から、会社制度の濫用に対する法人格否認の法理の適用の可能性等につ

いて周知、紹介することが適当である。 
 
（２）５条協議の法的意義 

 最高裁判決で示された５条協議の法的意義を周知することが適当である。 
 
（３）転籍合意により労働契約を移転する場合 

転籍合意により労働契約を移転する場合であっても、承継法上の手続は

省略できないこと等を周知すること、労働者への通知事項に会社分割による

労働条件の承継に関することを含めることが適当である。 
 
（４）労使間の協議等に関する留意事項 

イ ５条協議及び７条措置に関するさらなる周知とともに、団体交渉権や団



体交渉に応ずべき使用者に関する裁判例等の考え方等について周知・紹

介を行うことが適当である。 
ロ 労働協約の承継の取扱いや、異議申し出に対する不利益取扱いの禁止に

ついて周知を行うことが適当である。 
 
２ 事業譲渡等（事業譲渡等指針の策定） 
  事業譲渡は、個別承継であり、労働者の同意が必要とされていること等か

ら、これまで労働者保護のための固有の法的措置は講じられていない。しか

しながら、事業譲渡は労働者の雇用や労働条件に大きな影響を与える場合も

あり、労使協議が一定程度行われていると認められるものの、労働契約の承

継あるいは不承継等をめぐり紛争に発展する事例も生じている。そのような

事例については、一部は裁判等で事後的に個々のケースに応じた解決がなさ

れている現状にある。こうした中、労働者個人の同意の実質性を担保し、ま

た現場の労使間での納得性を高めるための労使間の自主的なコミュニケーシ

ョンを促進するため、留意すべき事項に関するルールを整備する必要がある。 
このため、営業譲渡等に伴う労働関係上の問題への対応に関する通知の内

容等も参考にしながら、今般、事業譲渡等に係る新たな指針を策定し、会社

が事業譲渡を行う際の労働者との手続や労働組合等の間の集団的手続等に関

し、以下のとおり留意すべき事項を示すことが適当である。 
 
（１）事業譲渡 

イ 労働者との間の手続等について、以下のことに留意すべきことを周知す

ることが適当である。 
① 労働契約の承継には労働者の個別の同意が必要であること、その際、

事業譲渡に関する全体の状況や譲受会社等の概要等を十分に説明する

ことが適当であること、労働条件の変更についても労働者の同意を得

る必要があること等 
② 労働契約の承継への不同意のみで解雇が可能となるものではない等、

解雇権濫用法理等を踏まえた事項 
③ 労働者の選定について労働組合員に対する不利益取扱い等を行って

はならないことや、裁判例における労働契約の承継の有無や労働条件

の変更に関する個別の事案に即した救済の状況 
ロ 労働組合等との間の集団的手続等について、以下のことを周知等するこ

とが適当である。 
① 過半数組合等との協議等の方法によって、労働者の理解と協力を得

るよう努めること、その際、事業譲渡を行う背景・理由、債務の履行

の見込みに関する事項等を対象事項とすること 
② 団体交渉権や団体交渉に応ずべき者使用者に関する裁判例等の考え



方等（譲受先の使用者性を認めた命令例も含む。） 
 
（２）合併  

合併により消滅する会社の労働者の労働契約は存続会社等に包括承継され

ること、このため、労働条件もそのまま維持されることを周知することが適

当である。 
 
別添１：承継法規則改正案（新旧対照表） 
別添２：承継法指針改正案（新旧対照表） 
別添３：事業譲渡等指針案 
別添４：周知事項案（命令例、裁判例） 
 
 

 


